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名古屋市 301

次に定める条件のいずれかを満たすこと
ア 日本消化器がん検診学会（胃）認定医、日本消
化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医
のいずれかの資格を有する医師
イ 診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上の
胃内視鏡検査を実施している医師

30～40 ○ ○ ○
303

(R7.8月時点）

次に定める条件のいずれかを満たすこと
ア　日本消化器がん検診学会（胃）認定医、日本消
化器内視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医
のいずれかの資格を有する医師
イ　診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上の
胃内視鏡検査を実施している医師

30～40 ○ ○ 平成28年度

豊橋市 44

・医師会が実施する胃内視鏡検査講習会に参加する
こと。
・胃内視鏡検査の撮影画像の写真又はデータを２症
例ずつ胃内視鏡検診運営委員会に提出し、画像の
点検を受けること。

30～40 ○ ○ ○ 43

・医師会が実施する胃内視鏡検査講習会に参加する
こと。
・胃内視鏡検査の撮影画像の写真又はデータを２症
例ずつ胃内視鏡検診運営委員会に提出し、画像の
点検を受けること。

30～40 ○ ○ 平成29年度

岡崎市 11
日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定
医、日本消化器内視鏡学会専門医または日本消化
器病学会専門医のいずれかの資格を有する医師

30～40 ○ ○ ○ 13
日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定
医、日本消化器内視鏡学会専門医または日本消化
器病学会専門医のいずれかの資格を有する医師

30～40 ○ ○ 令和4年度

一宮市 42

以下のいずれかの条件を満たす医師
・日本消化器がん検診学会認定医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化器病学会専門医
・診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上の胃
内視鏡検査を実施している医師
・「一宮市医師会がん検診精度管理委員会」が、上
記条件を満たす医師と同等の経験、技量を有すると
認定した医師

「対策型検診の
ための胃内視鏡

検診マニュア
ル」に基づいて

撮影。
コマ数の規定は

ない。
（約40～60枚）

○ ○ ○ 42

以下のいずれかの条件を満たす医師
・日本消化器がん検診学会認定医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化器病学会専門医
・診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上の胃
内視鏡検査を実施している医師
・「一宮市医師会がん検診精度管理委員会」が、上
記条件を満たす医師と同等の経験、技量を有すると
認定した医師

「対策型検診の
ための胃内視鏡

検診マニュア
ル」に基づいて

撮影。
コマ数の規定は

ない。
（約40～60枚）

○ ○ 平成29年度

瀬戸市 29
読影委員会の医師は、日本消化器がん検診学会認
定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの
資格を取得しているか

３０から４０ ○ ○ ○ 28
読影委員会の医師は、日本消化器がん検診学会認
定医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれかの
資格を取得しているか

３０から４０ ○ ○ 平成28年度

半田市 4

①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器上病学会専門医
④年間100件以上の内視鏡検査を実施している医師

30～40 ○ ×
半田市医師会健康管理センターで
確認

○ 6

①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器上病学会専門医
④年間100件以上の内視鏡検査を実施している医師

30～40 ○ × 半田市健康管理センターで確認 令和5年度

春日井市 21

胃内視鏡検査医は、次に定める条件のいずれかを
満たすものであって、春日井市胃内視鏡検診運営会
議（以下「胃内視鏡運営会議」という。）において胃が
ん検診（胃内視鏡検査）（以下「検診」という。）を行う
に十分な技能を有すると認定されたものとする。
ア　日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化器病
学会専門医のいずれかの資格を有する医師
イ　診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上又
は今まで1,000件以上の胃内視鏡検査を実施してい
る医師（実際の活動歴等により、確認できる場合に限
る。）
ウ　ア又はイの条件を満たす医師と同等の経験、技
量を有すると胃内視鏡運営会議が認定した場合

1回あたり全体
で40コマ程度、
そのうち、胃で

30コマ程度撮影
するもの。

○ ○ ○ 23

新規の胃内視鏡検査医は、次に定める条件のいず
れかを満たすものであって、春日井市胃内視鏡検診
運営会議（以下「胃内視鏡運営会議」という。）におい
て胃がん検診（胃内視鏡検査）（以下「検診」という。）
を行うに十分な技能を有すると新規認定されたものと
する。ア　日本消化器内視鏡学会専門医、日本消化
器病学会専門医のいずれかの資格を有する医師
イ　診療、検診にかかわらず概ね年間100件以上又
は今まで1,000件以上の胃内視鏡検査を実施してい
る医師（実際の活動歴等により、確認できる場合に限
る。）
ウ　ア又はイの条件を満たす医師と同等の経験、技
量を有すると胃内視鏡運営会議が認定した場合

1回あたり全体
で40コマ程度、
そのうち、胃で

30コマ程度撮影
するもの。

○ ○ 平成26年度

豊川市 14
胃内視鏡検診マニュアル2024改訂第2版の記載のと
おり

30-40 ○ ○ ○ 16
胃内視鏡検診マニュアル2024改訂第2版の記載のと
おり

30-40 ○ ○ 令和元年度

津島市 30
①認定医・専門医
②年間100件以上の胃内視鏡検査を実施

30～40 ○ ○ ○ 30
①認定医・専門医
②年間100件以上の胃内視鏡検査を実施

30～40 ○ ○ 平成30年度

碧南市
刈谷市 10 有 30～40 ○ × 専門医同士のペアで実施 ○ 10 有 40～50 ○ × 専門医同士のペアで実施 令和3年度

豊田市 24
日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定
医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれか

30～40 ○ ○ ○ 26
日本消化器がん検診学会認定医もしくは総合認定
医、日本消化器内視鏡学会専門医のいずれか

30～40 ○ ○ 平成30年度

安城市 9 記載なし 30～40 ○ ○ ○ 10 記載なし 30～40 ○ ○ 平成30年度
西尾市
蒲郡市 14 なし ８から10 ○ ○ 特になし ○ 13 なし 8から10 ○ ○ 特になし 平成17年度
犬山市 10 特になし ３０～４０ ○ × 特になし ○ 10 特になし ４０～５０ ○ × 特になし 平成16年度
常滑市
江南市 7 十分な経験を有する医師 20 × × 検討中 ○ 9 十分な経験を有する医師 20 × × 検討中 平成28年度

小牧市 17

「年間50件以上の胃内視鏡検診の実施・読影委員会
への参加・愛知県や小牧市胃内視鏡検診運営委員
会の開催する研修会に参加する」以上を満たし、小
牧市胃内視鏡検診運営委員会の承認を得た医師

３０～４０ ○ ○ ○ 17

「年間50件以上の胃内視鏡検診の実施・読影委員会
への参加・愛知県や小牧市胃内視鏡検診運営委員
会の開催する研修会に参加する」以上を満たし、小
牧市胃内視鏡検診運営委員会の承認を得た医師

３０～４０ ○ ○ 平成28年度

稲沢市 8
①認定医又は専門医又は②経験1,000件以上かつ
年間100件以上実施

40 ○ ×
CD-R又はDVD-Rにて2名の医師が
読影

○ 8
①認定医又は専門医又は②経験1,000件以上かつ
年間100件以上実施

40 ○ ×
CD-R又はDVD-Rにて2名の医師が
読影

令和2年度

新城市 ○ 3 胃内視鏡マニュアルに基づく 40～50 ○ × 各医療機関で対応
東海市 9 東海市胃内視鏡運営委員会で認定された医師 30～40 ○ × 自院実施または公立病院へ依頼 ○ 9 東海市胃内視鏡運営委員会で認定された医師 30～40 ○ × 自院実施または公立病院へ依頼 令和6年度

大府市 7
日本消化器官がん検診学会認定医もしくは総合認
定医、日本消化器官内視鏡学会専門医

30～40 ○ ○ ○ 7
日本消化器官がん検診学会認定医もしくは総合認
定医、日本消化器官内視鏡学会専門医

30～40 ○ ○ 令和4年度

知多市 1 日本消化器内視鏡学会専門医 30～40 ○ ×
専門医が複数勤務する医療機関で
検診を行っており、施設内で相互
チェックを行っている。

○ 1 日本消化器内視鏡学会専門医 30～40 ○ ×
専門医が複数勤務する医療機関で
検診を行っており、施設内で相互
チェックを行っている。

令和6年度

知立市
尾張旭市 29 消化器学会認定医 30～40 ○ ○ ○ 28 消化器学会認定医 30～40 ○ ○ 平成28年度
高浜市 1 日本消化器内視鏡学会専門医 決まっていない × × 特になし ○ 1 日本消化器内視鏡学会専門医 決まっていない × × 特になし 令和2年度

岩倉市 4 なし
仕様書に定め無

し
○ × 複数の専門医による読影 ○ 4 なし

仕様書に定め無
し

○ × 複数の専門医による読影 平成28年度

胃内視鏡検査
開始年度

胃がん検診（胃内視鏡検査）の令和６年度実施状況と令和７年度実施計画

仕様書で定める
読影画像コマ数

二重読影市町村名 委託医療機関について胃内視鏡
検査の実

施

委託医療機関について
仕様書で定める
読影画像コマ数

二重読影

令和７年度実施計画令和６年度実施実績
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胃内視鏡検査
開始年度

胃がん検診（胃内視鏡検査）の令和６年度実施状況と令和７年度実施計画

仕様書で定める
読影画像コマ数

二重読影市町村名 委託医療機関について胃内視鏡
検査の実

施

委託医療機関について
仕様書で定める
読影画像コマ数

二重読影

令和７年度実施計画令和６年度実施実績

豊明市 7

以下のいずれか
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消火器内視鏡学会専門医
③日本消火器学会専門医

30～40枚 ○ ○ ○ 7

以下のいずれか
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器学会専門医

30～40枚 ○ ○ 平成28年度

日進市 12

ア）日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医のいず
れかの資格を有する医師
イ）診療・検診にかかわらず概ね年間100件以上の胃
内視鏡検査を実施している医師
ウ）日進市胃内視鏡検診検討部会においてア又はイ
の条件を満たす医師と同等の経験、技量を有すると
認定した医師

最低24枚 ○ ×
胃内視鏡検討部会にて読影に関す
る内容も協議

○ 13

ア）日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医のいず
れかの資格を有する医師
イ）診療・検診にかかわらず概ね年間100件以上の胃
内視鏡検査を実施している医師
ウ）日進市胃内視鏡検診検討部会においてア又はイ
の条件を満たす医師と同等の経験、技量を有すると
認定した医師

最低24枚 ○ ×
胃内視鏡検討部会にて読影に関す
る内容も協議

平成29年度

田原市 5 消化器を専門とする医師 30～４０ × × なし ○ 5 消化器を専門とする医師 ３０～４０ × × なし 令和2年度

愛西市 30

①日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器学会専門医のいずれ
かの資格を有する医師②診療、検診にかかわらず年
間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師
①②のいずれかの条件を満たす医師

30～40 ○ ○ ○ 30

①日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内
視鏡学会専門医、日本消化器学会専門医のいずれ
かの資格を有する医師②診療、検診にかかわらず年
間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師
①②のいずれかの条件を満たす医師

30～40 ○ ○ 平成30年度

清須市 7
胃内視鏡検診マニュアル及びチェックリストに沿うこ
と。

特に定めていな
いが、医師より
40枚撮影すると

のこと。

○ ×

管内：管内の医師会加入の医療機
関に委託
管外：委託機関が他の読影医に委
託。

○ 7
胃内視鏡検診マニュアル及びチェックリストに沿うこ
と。

40 ○ ×

管内：管内の医師会加入の医療機
関に委託
管外：委託機関が他の読影医に委
託。

平成28年度

北名古屋市 12

①～④のいずれかを満たす者。
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医
④診療等で胃内視鏡検査を実施しており、①～③と
同等の経験、技量を有する

30～40 ○ ×
胃内視鏡運営委員会にて対応を協
議。

○ 12

①～④のいずれかを満たす者。
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医
④診療等で胃内視鏡検査を実施しており、①～③と
同等の経験、技量を有する

30～40 ○ ×
胃内視鏡運営委員会にて対応を協
議。

令和2年

弥富市 31

以下のいずれかの条件を満たす医師
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医
④年間100件以上内視鏡検査実施

30～40 ○ ○ ○ 31

以下のいずれかの条件を満たす医師
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医
④年間100件以上内視鏡検査実施

30～40 ○ ○

平成18年度（海南
病院）

平成30年度（個別
医療機関）

みよし市 6

ア 日本消化がん検診学会（胃）認定医
イ 日本消化器内視鏡学会専門医
ウ 日本消化器病学会専門医
エ これまでの研修・勤務履歴と症例２例を医師会に
提出し、ア～ウと同等の技量と認められた医師

３０コマ程度。１
病変に対して２
方向２コマ以上

○ ○ ○ 6

ア 日本消化がん検診学会（胃）認定医
イ 日本消化器内視鏡学会専門医
ウ 日本消化器病学会専門医
エ これまでの研修・勤務履歴と症例２例を医師会に
提出し、ア～ウと同等の技量と認められた医師

３０コマ程度。１
病変に対して２
方向２コマ以上

○ ○ 平成30年度

あま市 30
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡専門医
③日本消化器病学会専門医

30～40 ○ ○ ○ 30
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡専門医
③日本消化器病学会専門医

30～40 ○ ○ 平成30年度

長久手市 8 別紙参照 30-40 ○ ○ ○ 9 30-40 ○ ○ 平成29年度

東郷町 3
東郷町胃内視鏡検診運営委員会の認定を受けた医
師

30～40 ○ ○ ○ 3
東郷町胃内視鏡検診運営委員会の認定を受けた医
師

30～40 ○ ○ 平成28年度

豊山町 3

日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視
鏡学会専門医、日本消化器学会専門医のいずれか
の資格を有する医師又は、診療・検診にかかわらず
年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医師

「対策型検診の
ための胃内視鏡

検診マニュア
ル」に基づいて

撮影

○ × 二重読影の可能な医療機関に委託 ○ 3

日本消化器がん検診学会認定医、日本消化器内視
鏡学会専門医、日本消化器病学会専門医のいずれ
かの資格を有する医師又は、診療・検診にかかわら
ず年間100件以上の胃内視鏡検査を実施している医
師

「対策型検診の
ための胃内視鏡

検診マニュア
ル」に基づいて

撮影

○ × 二重読影の可能な医療機関に委託 令和2年度

大口町 5 なし
胃内視鏡マニュ

アルに基づく
× × 特になし ○ 5 なし

胃内視鏡マニュ
アルに基づく

× × 特になし 平成25年度

扶桑町 5 特になし ○ ×
十分な経験を有する医師によるダ
ブルチェックの実施

○ 6 特になし ○ ×
十分な経験を有する医師によるダ
ブルチェックの実施

H28年度

大治町 29

・日本消化器がん検診学会認定医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化器病学専門医
・年間100件以上内視鏡検査実施

30～40 ○ ○ ○ 30

・日本消化器がん検診学会認定医
・日本消化器内視鏡学会専門医
・日本消化器病学専門医
・年間100件以上内視鏡検査実施

30～40 ○ ○ 平成30年度

蟹江町 30

日本消化器がん検診学会認定医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
年間100件以上内視鏡検査実施している医師

30～40 ○ ○ ○ 30

日本消化器がん検診学会認定医
日本消化器内視鏡学会専門医
日本消化器病学会専門医
年間100件以上内視鏡検査実施している医師

30～40 ○ ○ 平成30年度

飛島村 31
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医のいずれか

30～40 ○ ○ ○ 31
①日本消化器がん検診学会認定医
②日本消化器内視鏡学会専門医
③日本消化器病学会専門医のいずれか

30～40 ○ ○ 平成8年度

阿久比町
東浦町

南知多町
美浜町 3 消化器を専門とする医師 30～40 × ○ ○ 3 消化器を専門とする医師 30～40 × ○ 令和5年度
武豊町
幸田町 1 消化器を専門とする医師 25～48コマ ○ ○ ○ 1 消化器を専門とする医師 25～48コマ ○ ○ 平成20年度
設楽町
東栄町 6 なし なし × × 検討中 ○ 6 なし なし × × 検討中 令和4年度
豊根村 3 無 8 ○ ○ ○ 3 無 8 ○ ○ 令和6年度


